
 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                           

  

 

総合会計事務所ニュース 

2009 年 4 月  N o .142  
■発行元■ 

㈱総合会計 金巨功税理士事務所 

TEL:083-973-8336  FAX:083-973-8337 HP:http://www.sogo-k.net 

 

 

～日 本 経 団 連  御 手 洗 会 長 の理 念 を考 える～  

 

4 月は桜の開花とあわせて、多くの若者が就職という旅立ちをする節目の時期です。ところが一方で内定取り消しや、 

請負や派遣という新しい雇用形態をうまく 「活用」 して人件費という 「固定費」 を 「流動化」 し、輸出に依存した   

経済成長を重ねてきた大企業を中心に 「雇用破壊」 が起きています。厚生労働省の発表でも昨年の 10 月から  

先月までに 18万人を超える労働者が失職しています。山口市とほぼ同じ人口ですからものすごい数です。多くの若者が 

この国の将来に対して 「失望感」 しか抱けない昨今です。 

その責任は、人を「モノ」のごとく扱う 「労働者派遣法」 であり、それを強く政治に要求してきたのが財界です。 

日本経団連会長という要職についている御手洗氏は、同時にキヤノンの会長でもあります。日本経団連会長は  

財界天皇とも呼ばれその権力は絶大なものだそうです。しかし政府の再三の要請（どこまで本気で要請したのか分かり  

ませんが）にもかかわらず、自らが会長であるキヤノンが先頭に立って 『非正規社員切り』 を進めてきました。  

財界天皇といわれるからには崇高な 「理念」 が必要なはずで、前会長のトヨタ自動車相談役の奥田氏は、かつて  

「労働者の首を切るのだったら経営者は腹を切れ」 と豪語していました。 

 
 
 
 
 

 

～経営理念～ 
一、私たちは、納税者の権利を守り、中小企業と国民を大切にする税制の実現をめざします。 
一、私たちは、税務・会計・経営のエキスパートとして、中小企業のよりよきアドバイザーになることをめざします。 
一、私たちは、みんなで創造し、みんなで分かち合い、みんなで成長しあえる事務所になることをめざします。 
一、私たちは、地域にあてにされ、地域に貢献し、中小企業が光となるような社会をめざします。 

㈱総合会計 所長 金巨 功 

さて、その御手洗氏が会長をつとめる 「キヤノン」 （キャノンとヤを小文字にはしない 

そうです）の前身は、1933 年に創立された精機光学研究所で、創立者が 「観音菩薩」 

を熱心に信仰 していたことから、発売した精密小型カメラを 「KWANON」 と命名し  

世界で通用するカメラのブランド名として 「聖典」「規範」「標準」 という意味を持ち  

正確を基本とする精密工業の商標にふさわしいことと、 「観音」 に発音が似ていること

から、Canon（キヤノン）という社名が採用されたそうです。その理念からか彼は、一方的

に国民に対し 「愛国心が欠如している」 と喧伝 しています。 

彼が憂うべきは国民の「愛国心」のなさでなく、自らの 「罪深さ」 を観音菩薩に懺悔 

すべきではないでしょうか。財界天皇ならば、国民に自ら規範を示すべきときではと思う 

今日この頃です。 

 



 改正雇用保険法について  

  

 

 

 景気の急速な悪化に伴い雇用情勢が不安定になるなか、労働者の生活及び雇用の安定を図る 

ため、受給資格に係る要件の緩和、給付日数の延長などの見直し等を行うとともに、負担軽減の

観点から特例的に平成 21年度の雇用保険率を引き下げられます。 

主な内容は次のとおりです。                                 

主な改正点 

・ 雇用保険の適用基準を「自己都合」「雇い止め」の場合、被保険者期間がこれまで過去１年

であるのに対して、「雇い止め」の場合、6ヵ月に改正。 

 

・ 非正規社員の雇用保険の加入要件を、「1年以上の雇用見込み」 

→「6ヵ月以上の雇用見込み」に改正。 

 

・ 再就職困難者への失業給付日数の延長(60 日分)。 

 

・ 雇用保険料率の引下げ（1.2％→0.8％)。 

※下記参照。平成 21年 4月分支払の賃金から変更になります。 

雇用保険料率     (平成 21 年度) 

・ 保険料率 事業主 被保険者 

一般事業 11.0／1000 7.0／1000 4.0／1000 

農林水産・清酒製造事業 13.0／1000 8.0／1000 5.0／1000 

建設の事業 14.0／1000 9.0／1000 5.0／1000 

・ 平成 22年 4月 1日以降に育児休業を開始された方は、育児休業給付金として支給されます。  

育児休業給付金の額は、休業開始時賃金の 50％です。（40％から引き上げを当面延長） 

  

雇用保険料率の引き下げなどで注目を集めている改正雇用保険法ですが、 

平成 21 年 3 月 31 日より施行 されることとなりました。 



 
 

 
 
 
 
Ａ．金融機関との付き合いのなかで、なかなか避けてとおれないのが、担保と保証という問題です。

資金調達のために金融機関から求められれば個人財産を担保に提供したり、保証人になったりする

ことは多い事だと思います。債務の保証にはどのような種類（ケース）があるのか、いくつか例を

ご紹介します。 

 

Ａさん … 会社の資金繰りのためＣ銀行より 300万円の借入をする 

Ｂさん … Ａさんの保証人になることを了承 

Ｃ銀行 … Ａさんの会社のメインバンク 

 

【連帯保証】 ＊普段「保証人」と呼んでいるものは「連帯保証人」を指すことが多い 

 「催告の抗弁権」注①と「検索の抗弁権」注②がありません。そのため借入金の返済が滞ったとき、   

Ｃ銀行がＡさんに請求せずにいきなりＢさんに請求してきてもそれについて文句をいえません。また、 

その場合Ａさんに明らかに支払能力があってもＢさんは保証の責任を果たさなければなりません。 

連帯保証の場合、ほとんど自分でお金を借りているのと変わりません。 

 

【普通保証】 

Ｂさんの保証人としての責任は、今回借りる 300 万円の保証に関するもの（最大 300 万円と利息や 

損害金）だけです。 

また、Ｃ銀行がＢさんに債務の履行を請求してきたとき、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」 

が認められています。 

もし、Ｂさんが「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」を行使したのに、Ｃ銀行が催告や執行をする

ことを怠ってＡさんから弁済をうけられなかった時、Ｃ銀行が直ちに催告や執行を行っていればＣ銀

行が得ることができた弁済の限度分だけ、Ｂさんは保証の義務を免れます。 

 

【根 保 証】 契約で定められた元本確定期日 5年、保証する金額の上限 1,000万円の場合 

  例えば、Ｂさんが当初保証したＡさんの債務額は300万円ですが、その後Ａさんが借入を繰り返し、

元本確定期日（5 年後）に借入金が 1,000 万円になっていたらＢさんが保証する額は 1,000 万円に 

なります。 

 

 

 

 

 

 

注① 催告の抗弁権 … まずＡさんに催告をしてくれとＣ銀行に請求できる 

注② 検索の抗弁権 … ＢさんがＡさんに弁済する資力（支払能力）があることを証明したときは、 

Ｃ銀行はまずＡさんの財産について執行しなければならない 

注③ 極限額    … 保証責任の対象となる借入の限度額 

事例 Ｑ ＆ Ａ 

Ｑ．建設会社を経営しています。この度、借入をすることになり、保証人が必要です。 

保証には、どのようなものがあるのか教えてください。 

根保証、連帯根保証は、契約で定められた保証期間（元本確定期日）以内は、今回借りた金額だけ

でなく、「極度額」注③まで保証するというものです。不特定の債務を保証対象とするもので、民法

改正で 2005年 4 月 1日より保証人が個人である場合は元本確定期日が最長 5年、また極度額（保証

の限度額）の定めがなければ保証契約は無効ですが、保証人が法人の場合は原則成約なしで、 

際限なく返済の責任を負う可能性がありますので、相当なリスクが生ずることになります。 



 
 
  
 

登 山 日 

 
2008 年 7 月 6日（日） 晴れ 

山   名 

吾妻山（あずまやま  1239 ㍍） 

比婆山（ひばさん   1264 ㍍） 

【住所 広島県庄原市比和町】 

宿泊場所 

休 暇 村 吾 妻 山 ロ ッ ジ  
登山パック・・・夕食・朝食・翌日のお弁当付きで 7,000円～（季節限定） 

ＴＥＬ 0824-85-2331 

日   記 

休暇村からほんの 4 0 分ほどで登れる吾妻山。そして比婆連山縦走路は 

ずっとブナ林が続く道を歩きます 。下界は 3 0 度を超える猛暑でしたが 

ブ ナ 林 の 中 は 至 極 快 適 で し た 。 日 常 と は 全 く 違 う 空 間 を 歩 く う ち 

と て も 不 思 議 な 感 覚 に な り 、 私 に と っ て ぜ ひ ま た 行 っ て み た い 山 の 

ひとつになりました。登山が苦手な人は、休暇村の裏庭の天然芝を歩くだけでも吾妻山の

自然を満喫できます。 

ア クセ ス 

 

  

≪ＪＲ・高速バスご利用の方≫ 

  ＪＲ芸備線備後庄原駅より徒歩５分の庄原バスセンターから 

備北交通／路線バス（下高野山行き）で「森脇バス停」下車後、休暇村送迎バス有 

★送迎について／要予約・前日まで予約要     【備北交通／0824-72-2122】 

 

≪自動車の方≫ 

中国自動車道圧原 IC より国道 183 号線で圧原市街へ。 

約 1km進み国道 432号線に入り、北上して比和町に向かいます。 

比和町森脇から、県道 255号線・市道を経由して、約４０kmで休暇村へ。 

★吾妻山の麓からの市道は道幅が狭いのでご注意下さい。 

 

 

 

所 長 の 登 山 日 記 は   

ブログもあるんだよね？ 

 

うん、ブログだと写真も 

みれるよ！ 

今月号より、紙面の一部をリニューアルしました。 

また、感想等お聞かせ頂ければと思います。よろしくお願い致します。 

 
登 山 日 記 所 長 の 

http://isaoyamanobori.blog74.fc2.com/ 


